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第１章 計画概要 

 

１－１ 安中市の概要 

安中市は群馬県の西南部に位置し西に妙義山、浅間山、北に榛名山、遠くに赤城山

を望む面積276.31k㎡、人口約53,000人を有する市である。 

古くは「東山道」交通の要所として、江戸期には城下町として、又、中仙道の宿場

町として栄えてきた。 

本市は昭和30年3月1日安中・原市・板鼻・磯部の4町と東横野・岩野谷・秋間・後閑

の4村が合併して安中町となり昭和33年11月市制を施行して安中市となる。平成18年3

月18日に松井田町と新設合併し、現在の安中市に至る。 

近年市を取りまく社会経済情勢などの変化に加え、上信越自動車道の開通や北陸新

幹線「安中榛名駅」の開業、西毛広域幹線道路の計画などの大きな地域環境の変化が

押し寄せていることから当市においてはこの様な情勢に対処すべく生活環境の整備に

努力しているところである。 

現在群馬県において本市を含む利根川上流流域下水道（県央処理区）事業を進めて

いるのに伴い、本市としては流域関連公共下水道事業として、本格的に昭和61年度か

ら整備を進め、平成7年度に供用を開始した。 

次項に位置図を示す。 
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図１－１ 安中市位置図 

 

次に全体計画及び事業計画の概要とその理由について示す。 
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１－２ 全体計画の概要 

本計画は利根川上流流域下水道（県央処理区）事業計画（以下、上位計画という）

に基づき、当初平成12年度を最終目標年次とし策定されたものである。 

その後、見直しがなされ、令和33年度が目標年次となった。 

県央処理区は安中市をはじめ渋川市、前橋市、高崎市など6市3町1村を対象とした計

画であり、本市計画区域は市の中心部とその周辺の市街地を含む660.0haの区域で、令

和33年度の計画処理人口は11,894人である。 

本計画区域は県央処理区第35処理分区となっており、接続箇所は安中市板鼻字大門

西で高崎・安中１号幹線へ接続する。 

 

表１－１ 全体計画の概要 

計画の概要 

計画目標年次 令和 33 年度 

計画区域面積 660.0ha 

下水排除方式 分流式 

計画処理人口 11,894 人 

計画処理水量（日最大汚水量） 4,959 ㎥/日 

 

次項に全体計画の内訳を示す。 
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表１－２ 全体計画（令和 33 年度）の内訳 

 

 

 

処理分区 項目 第１種 第２種 第１種 第２種

中高層住専 中高層住専 住居 住居

人口密度

(人/ha)
24.6 19.5 19.0 18.9 21.7 13.7 19.2 8.8

全体計画区域 面積(ha) 90.5 185.4 121.0 69.9 19.2 101.7 587.7 72.3 660.0

計画人口

(人)
2,223 3,615 2,293 1,320 417 1,390 11,258 636 11,894

板鼻 面積(ha) 8.6 32.3 45.3 4.0 21.7 111.9 13.1 125.0

小処理分区
計画人口

(人)
211 630 855 87 297 2,080 115 2,195

安中 面積(ha) 45.0 41.8 72.2 6.6 13.4 31.9 210.9 20.1 231.0

小処理分区
計画人口

(人)
1,105 815 1,368 125 291 436 4,140 177 4,317

原市 面積(ha) 36.9 111.3 48.8 18.0 1.8 48.1 264.9 39.1 304.0

小処理分区
計画人口

(人)
906 2,170 925 340 39 657 5,039 344 5,382

用 途 地 域

その他 合計
近隣商業 商業 準工業 工業 小計
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表１－３ 全体計画の新旧対照表 

 

赤字：前回変更      

黒字：今回変更      

項目
全体計画

（令和33年度）

利根川流域別
下水道整備総合計画

分流式
660.0
660.0
14,962
11,894
295
295
355
355
535
535
55
55

73.1
72.8
55.4
55.2
4,414
3,509
5,311
4,222
8,005
6,363
367
83
367
83
734
166
823
654

5,604
4,246
6,501
4,959
9,562
7,183
213
208
172
159

内容

・計画区域面積
（ha）

・計画人口（定住）
（人）

家庭汚水量

日平均

SS

BOD
汚濁負荷量

（g/人・日）

家庭汚水量
（ℓ/人・日）

時間最大

日最大

日平均

・排除方式

・原単位

令和34年3月

日最大

地下水量
（ℓ/人・日）

時間最大

日平均

汚水計画

工場汚水量

日平均

日最大

時間最大

BOD

SS

・計画水質
（mg/ℓ）

地下水量

合計 日最大

時間最大

・流総計画の状況

・計画
汚水量
(㎥/日)

・全体計画年度
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１－３ 事業計画の概要 

昭和61年に、JR信越線安中駅東側の一級河川碓氷川と一級河川九十九川の合流点よ

り下流北岸に面する板鼻地区の57ha及び合流点より上流にある一級河川九十九川沿い

の市営遠丸団地を含む23haの計80haについて事業認可を受け、整備を進めてきた。 

事業の進捗に伴い区域の拡大が必要となり、平成5年に遠丸団地南側の安中3丁目及

び4丁目地区50haを加えた130haに拡大。平成9年には、この地区の上流部の安中小処

理分区147ha（安中1～3丁目、高別当、安中地区周辺）、原市小処理分区13ha(原市地

区周辺)、流入点に近い板鼻小処理分区35ha(板鼻地区周辺)の合わせて195haを加えた

325haに拡大。平成17年には、板鼻小処理分区30ha(古城団地及びその周辺地区)及び

原市小処理分区123ha(原市小学校～安中総合学園高校周辺地区)の合わせて153haを加

えた478haに拡大。平成23年には、原市小処理分区144.6ha（安中第二中学校～市立原

市保育所周辺地区等）を加えた622.6haに拡大。平成28年には、原市小処理分区3.5ha

（原市第２中学校～県道磯部停車場線）を加えた626.1haに拡大。令和3年には、にじ

み出しの取り込みによる区域拡大や、事業による改善効果が低いと判断された区域の

削除を行い、641.0haに拡大した。 

今回の事業計画は、にじみ出しの取り込みによる区域拡大の計1.1haを拡大するこ

とで642.1haを事業計画区域とした。 

 

表１－４ 事業計画概要 

 全体計画 事業計画 

計画年次 令和 33 年度 令和 12 年度 

計画処理面積 660.0ha 642.1ha 

計画処理人口 11,894 人 16,459 人 

計画処理水量（日最大） 4,959 ㎥/日 6,826 ㎥/日 

 

次項に事業計画の内訳を示す。 
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表１－５ 事業計画（令和 12 年度）の内訳 

 

 

処理分区 項目 第１種 第２種 第１種 第２種

中高層住専 中高層住専 住居 住居

人口密度

(人/ha)
35.0 28.0 27.1 26.7 31.6 19.6 10.5

事業計画区域 面積(ha) 88.5 182.4 116.7 69.6 19.2 95.6 572.0 70.1 642.1

計画人口

(人)
2,411 4,969 3,179 1,896 523 2,604 15,583 876 16,459

板鼻 面積(ha) 8.6 32.3 45.2 4.0 19.7 109.8 13.5 123.4

小処理分区
計画人口

(人)
234 881 1,231 109 537 2,992 169 3,161

安中 面積(ha) 44.3 41.8 70.0 6.3 13.4 29.3 205.1 18.7 223.7

小処理分区
計画人口

(人)
1,206 1,139 1,907 172 365 798 5,586 233 5,820

原市 面積(ha) 35.7 108.3 46.7 18.1 1.8 46.6 257.2 37.9 295.1

小処理分区
計画人口

(人)
971 2,950 1,272 493 49 1,270 7,006 474 7,479

用 途 地 域

その他 合計
近隣商業 商業 準工業 工業 小計
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表１－６ 事業計画の新旧対照表 

 

項目
事業計画

（令和12年度）

利根川流域別
下水道整備総合計画

分流式
641.0
642.1
16,794
16,459
295
295
355
355
535
535
55
55

73.1
72.8
55.4
55.2
4,954
4,855
5,962
5,843
8,984
8,806
367
78
367
78
734
156
924
905

6,245
5,838
7,253
6,826
10,642
9,867
213
208
171
158

時間最大

地下水量

合計

日平均

38,017,482

汚水計画

・計画水質
（mg/ℓ）

BOD

SS

・事業費
（千円）

日最大

時間最大

・計画
汚水量
(㎥/日)

家庭汚水量

日平均

日最大

時間最大

工場汚水量

日平均

日最大

内容

・事業計画年度

・流総計画の状況

・排除方式

・計画区域面積
（ha）

令和13年3月

・計画人口（定住）
（人）

汚濁負荷量
（g/人・日）

家庭汚水量
（ℓ/人・日）

・原単位

SS

BOD

時間最大

日最大

日平均

地下水量
（ℓ/人・日）
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赤字：前回変更      

黒字：今回変更      

 

 

 

 

 

 

 

第２章 予定処理区域及びその周辺の地形及び 

土地の用途 

 

 

 

 

 

 



- 26 - 
 

第２章 予定処理区域及びその周辺の地形及び土地の用途 

 

２－１ 地形及び土地の利用状況 

(１) 地形・地質 

予定処理区域内及びその周辺地域は北に秋間丘陵、西に後閑丘陵、東から東南にか

け岩野谷丘陵が分布し、南には一級河川碓氷川によって形成された河岸段丘が広が

り、これらの丘陵及び段丘のほぼ中央部を一級河川碓氷川と一級河川九十九川が並行

して東へ流れて中宿にて合流する。 

一級河川九十九川の支流として一級河川後閑川及び一級河川秋間川が流下し合流す

る。それぞれの河川が丘陵を浸食し谷を形成している。 

以上のように安中市の地形は山地及び丘陵、河岸段丘に大別される。 

地質については、安中市のほぼ中央を西～南南東へ縦断するように分布する第三系

中新統高崎層群の板鼻層を基盤として河床堆積物である砂礫層、火山噴出物である関

東ローム層、軽石層等が第四紀洪積世において堆積したものである。 

 

(２) 土地利用状況 

本市の総面積は276.31km２で、田畑が約17%、宅地が約6%、山林が約44%を占めてお

り、土地利用状況は田、畑、山林、原野がわずかながら減少している一方で、宅地、

雑種地その他は増加する傾向にある。 

 

次項にその一覧を示す。 
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表２－１ 地目別の土地利用面積 

単位：ha 

 

土地の概要調書 総括表より 

 

表２－２ 地目別の土地利用の概要（都市計画区域内） 

単位：ha 

 

令和4年度 都市計画基礎調査（安中市）より 

 

年 次 面 積 田 畑 宅 地 山 林 原 野 池 沼 雑種地その他

平成18年度 27,634 1,351.17 3,649.78 1,604.49 12,300.12 333.36 16.63 8,378.46

平成19年度 27,634 1,339.70 3,643.51 1,611.62 11,893.35 331.95 16.62 8,797.25

平成20年度 27,634 1,339.14 3,634.21 1,618.55 11,451.33 331.74 16.62 9,242.41

平成21年度 27,634 1,333.66 3,624.37 1,627.46 11,082.25 331.88 16.54 9,617.85

平成22年度 27,634 1,329.58 3,615.01 1,638.35 10,755.31 331.85 17.35 9,946.55

平成23年度 27,634 1,325.38 3,599.27 1,659.03 12,290.26 331.84 17.35 8,410.87

平成24年度 27,634 1,321.41 3,589.49 1,665.30 12,290.77 331.55 17.34 8,418.14

平成25年度 27,634 1,319.15 3,579.29 1,682.34 12,284.78 332.15 17.34 8,418.95

平成26年度 27,634 1,316.06 3,573.82 1,689.72 12,267.56 332.89 17.34 8,436.61

平成27年度 27,631 1,310.52 3,543.52 1,704.43 12,270.66 331.95 17.34 8,452.58

平成28年度 27,631 1,298.55 3,523.50 1,710.16 12,231.24 331.64 17.35 8,518.60

平成29年度 27,631 1,292.68 3,504.83 1,716.97 12,259.57 329.65 17.35 8,510.28

平成30年度 27,631 1,287.17 3,478.10 1,720.59 12,289.09 327.18 17.35 8,511.55

令和元年度 27,630 1,275.57 3,451.07 1,734.59 12,281.94 325.45 17.35 8,544.06

令和2年度 27,631 1,264.47 3,420.38 1,751.87 12,178.65 312.72 17.22 8,685.74

令和3年度 27,631 1,257.32 3,389.54 1,756.83 12,193.68 309.06 17.21 8,707.35

令和4年度 27,634 1,252.16 3,365.60 1,761.71 12,196.49 308.78 17.21 8,732.04

令和5年度 27,631 1,248.10 3,343.72 1,769.67 12,194.01 306.80 17.21 8,751.48

令和6年度 27,631 1,239.45 3,326.61 1,774.68 12,179.52 305.93 17.21 8,787.59

安中市 13,479.0 1,554.1 12% 9,742.4 72% 2,182.5 16%

       項目

地域
区域面積

都市的土地利用 自然的土地利用 公共・公益施設

住宅地・商業地・工業地等 農地・荒野・森林・原野 学校・公園・道路等
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市街地部の土地利用を定める都市計画用途地域は次の通りである。 

 

表２－３ 都市計画区域 

 

 

令和7年5月1日に安中都市計画用途地域の変更（近隣商業地域、工業専用地域）を行

っており、下表の面積に変更された。 

 

表２－４ 用途地域面積 

 

都市計画課資料より 

 

 

 

 

面　積 （ha） 構成比 （％）

27,631

13,479

1,534.5

－

48.8

5.6

行政区域

都市計画区域

用途指定区域

用途地域 面　積(ha) 構成比(％) 用途地域 面　積(ha) 構成比(％)

第１種低層住専 86.0 5.6 商　業 6.6 0.4

第２種低層住専 6.1 0.4 準工業 157.0 10.2

第１種中高層住専 178.0 11.6 工　業 24.0 1.6

第２種中高層住専 290.0 18.9 工業専用 198.7 12.9

第１種住居 411.0 26.8

第２種住居 106.0 6.9

近隣商業 71.1 4.6 計 約 1,534.5 100.0
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２－２ 下水の排除方式及びその決定理由 

生活環境整備の早期達成及び公共用水域の水質保全並びに下水道施設の建設費及び

事業効果の緊急性等を考慮し、原則として分流式を採用する。 

分流式を採用した理由は次のとおりである。 

 

(１)  本計画区域は地表勾配があるので雨水排水が容易であり、一部の地区を除いて

浸水被害も過去にほとんどない。雨水については、在来の水路及び側溝を使用

し排水することが可能で、将来も現況水路の改修等の対策により排除できると

思われる。 

(２)  合流式に比べ、雨天時においても処理水質が平均化され、水質保全効果が期待

できる。 

(３)  分流式管渠は断面が小さく建設費が安いため、早急な事業効果が期待できる。 

(４)  利根川水系河川の水質汚濁防止を考慮し、汚水を完全に処理できる。 

 

以上の点により、上位計画である利根川上流流域下水道計画でも分流式を採用して

おり、本計画でも分流式とする。 

 

２－３ 予定処理区域及びその決定理由 

本計画の予定処理区域は上位計画である「利根川上流流域下水道（県央処理区）事業

計画」の必要整備区域を基に、計画の目標年次（令和33年度）に市街化することが想定

される区域及び下水道整備を必要とする区域の660.0haを全体計画区域とした。 

このうち、下水道の整備を早急に必要とし又事業効果が早期に上がると思われる板鼻

地区周辺 123.4ha（板鼻小処理区）、高別当、安中地区周辺 223.7ha（安中小処理分区）、

原市地区周辺 295.0ha（原市小処理分区）の計 642.1ha を事業計画区域とした。事業計

画年次は令和 12 年度とする。 
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表２－５ 小処理分区別・用途地域別面積（全体計画：令和 33 年度） 

 

 

表２－６ 小処理分区別・用途地域別面積（事業計画：令和 12 年度） 

 

 

 

 

第１種 第２種 第１種 第２種

中高層住専 中高層住専 住居 住居

板鼻小処理分区 8.6 32.3 45.3 4.0 21.7 111.9 13.1 125.0

安中小処理分区 45.0 41.8 72.2 6.6 13.4 31.9 210.9 20.1 231.0

原市小処理分区 36.9 111.3 48.8 18.0 1.8 48.1 264.9 39.1 304.0

計 90.5 185.4 121.0 69.9 19.2 101.7 587.7 72.3 660.0

処理分区

用 途 地 域 (ha)

その他 合計

近隣商業 商業 準工業 工業 小計

第１種 第２種 第１種 第２種

中高層住専 中高層住専 住居 住居

板鼻小処理分区 8.6 32.3 45.2 4.0 19.7 109.8 13.5 123.4

安中小処理分区 44.3 41.8 70.0 6.3 13.4 29.3 205.1 18.7 223.7

原市小処理分区 35.7 108.3 46.7 18.1 1.8 46.6 257.1 37.9 295.0

計 88.5 182.4 116.7 69.6 19.2 95.6 572.0 70.1 642.1

処理分区 その他 合計

近隣商業 商業 準工業 工業 小計

用 途 地 域 (ha)
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２－４ 管渠の位置の決定及びその理由 

本市公共下水道幹線の位置決定については、自然流下を原則としポンプ場の設

置をできるだけ避けた。 

具体的選定方針は次のとおりである。 

 

(１)  現在公道又は都市計画街路を選定する。 

(２)  鉄道、河川横断については極力集約して計画する。 

(３)  原則として開削工法が可能なルートを選定する。 

(４)  早急に事業効果が発現できるルートとする。 

(５)  流域下水道幹線との接続を考慮する。 

 

以上の基本的方針に基づいて幹線ルートを選定した。 
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第３章 計画下水量及びその算出の根拠 

 

 



- 33 - 
 

第３章 計画下水量及びその算出の根拠 

 

３－１ 人口及び人口密度並びにこれらの推定の根拠 

本計画は当初、利根川上流流域下水道（県央処理区）であり昭和48年、49年度に建設

省及び関係5県によって策定した「利根川流域別下水道整備総合計画」（以下、流総計

画という）に基づいて計画されたものである。 

流総計画では「群馬県都市計画区域基本フレーム調査報告書（平成20年3月）」にお

ける人口フレーム推計結果から目標年次（令和8年度）の推計値を直線補間している。

「群馬県都市計画区域基本フレーム調査報告書（平成20年3月）」の将来人口推計で

は、全県の将来人口を推計し、次に市町村の人口を推計して各地域を構成する市町村の

推計人口合計が全県推計値に合うように補正されている。 

しかし、流総計画変更（平成23年3月）から10年が経過し、全体計画1000.0haが

660.0haに大きく変更されていることから、「国立社会保障・人口問題研究所」（以下、

社人研という）より公表されている人口を計画値とする。 

 

 

 

 



- 34 - 
 

（１） 人口・世帯の推移 

本市の人口は、平成18年3月18日に松井田町と合併し64,842人となった。令和6年現在

では53,447人であり人口推移は減少傾向である。 

世帯数の推移をみると、平成18年の23,171世帯から、令和6年には24,841世帯であり

1,670世帯の増加となっているが、近年の傾向は横ばいである。 

１世帯当たりの人口は、平成18年では2.8人、令和6年では2.2人で減少傾向であり、

核家族化の傾向を示していると言える。 

 

表３－１ 人口・世帯数の推移 

単位：世帯、人 

 

各年 3 月末日現在資料（群馬県市町村別住民基本台帳人口と世帯より） 

  

総 数 男 女

旧 安 中 市 17,239 48,157 23,570 24,587

旧 松 井 田 町 5,932 16,685 8,108 8,577

合 計 23,171 64,842 31,678 33,164

 平成19年 安 中 市 23,336 64,402 31,499 32,903

 平成20年 安 中 市 23,479 64,001 31,300 32,701

 平成21年 安 中 市 23,575 63,538 31,066 32,472

 平成22年 安 中 市 23,743 63,178 30,887 32,291

平成23年 安 中 市 23,906 62,663 30,657 32,006

平成24年 安 中 市 24,485 62,516 30,625 31,891

平成25年 安 中 市 24,534 61,798 30,325 31,473

平成26年 安 中 市 24,505 61,191 30,032 31,159

平成27年 安 中 市 24,507 60,099 29,512 30,587

平成28年 安 中 市 24,517 58,315 29,145 30,170

平成29年 安 中 市 24,564 58,632 28,832 29,800

平成30年 安 中 市 24,614 57,861 28,508 29,353

平成31年 安 中 市 24,696 57,187 28,195 28,992

令和2年 安 中 市 24,733 56,429 27,795 28,634

令和3年 安 中 市 24,775 55,769 27,445 28,312

令和4年 安 中 市 24,855 55,030 27,140 27,890

令和5年 安 中 市 24,867 54,283 26,812 27,471

令和6年 安 中 市 24,841 53,447 26,377 27,070

年次 旧市町村名 世帯数
人 口

平成

18年
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図３－１ 人口・世帯数の推移 

 

次に、行政区域内人口の推計を行う。 

社人研では、平成 15 年（2003 年）より市区町村人口について推計結果を公表してお

り、最新データである令和 5 年度現在での推計結果を以下に示す。 

 

表３－２ 人口推計結果（社人研 令和 5 年度） 

単位：人 

 

社人研ホームページより（https://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson23/t-page.asp） 

 

本計画の全体計画年度である令和 33 年度（2051 年）は 33,953 人とする。また、事業

計画年度である令和 12 年度（2030 年）も 48,286 人とする。 

 

以上より、本計画における行政区域内人口は、公式なデータである社人研の推計結果

を採用し、全体計画「33,953 人」、事業計画「48,286 人」とする。 

2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年

行政区域内人口 54,907 51,556 48,286 44,973 41,540 38,042 34,680

https://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson23/t-page.asp
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（２） 下水道計画人口 

下水道計画人口は上位計画である、「利根川上流流域下水道（県央処理区）事業計

画」の計画人口を採用する。 

下水道計画人口を以下に示す。 

 

表３－３ 下水道計画人口 

処理分区 種別 
全体計画 

(令和 33 年度) 

事業計画 

(令和 12 年度) 

第 35 処理分区 

用途地域 11,258 人 15,583 人 

調整区域 636 人 876 人 

合 計 11,894 人 16,459 人 

 

以上より、本計画の行政区域内人口、下水道計画人口をまとめた表を以下に示す。 

 

表３－４ 行政区域内人口、下水道計画人口 

 全体計画 

(令和 33 年度) 

事業計画 

(令和 12 年度) 

行政区域内人口 33,953 人 48,286 人 

下水道計画人口 11,894 人 16,459 人 
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３－２ １人１日当りの汚水量及びその根拠 

（１） １人１日当り生活汚水量の推定 

全体計画及び事業計画における１人１日当りの汚水量は上水道の将来計画、給水実績

による推計及び「流総計画」の値を比較検討し、１人１日平均汚水量を決定し、給水時

間変動率に基づき日最大汚水量を求め、定住１人１日当りの汚水量を決定する。 

定住人口１日当りの水使用量は、生活用（家事用水量）と商店や公益施設等で使用さ

れる営業用に区分され、生活用水量は、飲料、炊事、風呂、洗濯、散水、水洗、便所等

の多岐にわたる生活行動に直結するので、生活様式の変化に応じて水量が変化する。 

よって、本市の１人１日当りの汚水量は、給水実績によって予測し、流総計画値と比

較検討する。 

以下に、合併して現在の安中市となった平成 18 年度から令和 6 年度までの給水実績を

示す。 

 

 

表３－５ 給水実績一覧（平成 18 年度～令和 6 年度） 

 

1/4

H18 H19 H20 H21 H22

(2006) (2007) (2008) (2009) (2010)

(人) 64,796 64,413 63,956 63,572 63,061

(人) 64,022 63,650 63,243 62,868 62,363

（％） 99.5 99.5 99.6 99.6 99.6

1人1日平均使用水量 (㍑/人/日) 251 252 249 249 251

1日平均使用水量 (ｍ3/日) 16,067 16,005 15,726 15,662 15,634

工場用 1日平均使用水量 (ｍ3/日) 5,765 5,393 5,402 4,402 4,515

（その他）用 1日平均使用水量 (ｍ3/日) 2,216 2,153 2,092 2,445 2,398

計 1日平均使用水量 (ｍ3/日) 27,084 26,592 26,185 25,259 25,351

(ｍ3/日) 1,152 1,279 1,387 1,187 1,136

(ｍ3/日) 3,517 4,350 4,987 5,167 5,098

(ｍ3/日) 31,753 32,221 32,559 31,614 31,585

(㍑/人/日) 496 506 515 503 506

(ｍ3/日) 38,220 38,689 37,758 35,371 35,891

(㍑/人/日) 597 608 597 563 576

（％） 85.3 82.5 80.4 79.9 80.3

（％） 88.9 86.5 84.7 83.7 83.9

（％） 83.1 83.3 86.2 89.4 88.0

1 人 1 日 最 大 給 水 量

有 収 率

有 効 率

負 荷 率

(ｍ3/日)

無 収 水 量

無 効 水 量

1 日 平 均 給 水 量

1 人 1 日 平 均 給 水 量

1 日 最 大 給 水 量

項 目

行 政 区 域 内 人 口

現 在 給 水 人 口

普 及 率

別

途

水

量

有

効

水

量

有

収

水

量

生活用

業務営業用 1日平均使用水量 3,036 2,941 2,853 2,750 2,804
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2/4

H23 H24 H25 H26 H27

(2011) (2012) (2013) (2014) (2015)

(人) 62,691 62,056 61,473 60,803 60,099

(人) 62,050 61,432 60,881 60,241 59,550

（％） 99.6 99.7 99.7 99.1 99.1

1人1日平均使用水量 (㍑/人/日) 249 249 249 251 247

1日平均使用水量 (ｍ3/日) 15,389 15,295 15,170 15,091 14,853

工場用 1日平均使用水量 (ｍ3/日) 4,812 4,827 4,290 4,575 3,708

（その他）用 1日平均使用水量 (ｍ3/日) 2,250 2,255 2,125 - -

計 1日平均使用水量 (ｍ3/日) 25,196 25,290 24,555 23,958 22,898

(ｍ3/日) 1,185 1,121 1,088 1,096 1,026

(ｍ3/日) 5,075 4,804 5,187 5,071 5,907

(ｍ3/日) 31,473 31,216 30,830 30,125 29,831

(㍑/人/日) 507 508 506 500 501

(ｍ3/日) 37,771 35,711 35,230 34,837 33,708

(㍑/人/日) 609 581 579 578 566

（％） 80.1 81.0 79.7 79.5 76.8

（％） 83.9 84.6 83.2 83.2 80.2

（％） 83.3 87.4 87.5 86.5 88.5

項 目

行 政 区 域 内 人 口

2,970 4,292 4,337

現 在 給 水 人 口

普 及 率

別

途

水

量

有

効

水

量

有

収

水

量

生活用

業務営業用 1日平均使用水量

無 収 水 量

無 効 水 量

1 日 平 均 給 水 量

1 人 1 日 平 均 給 水 量

1 日 最 大 給 水 量

1 人 1 日 最 大 給 水 量

有 収 率

有 効 率

(ｍ3/日) 2,745 2,914

負 荷 率

3/4

H28 H29 H30 H31 R2

(2016) (2017) (2018) (2019) (2020)

(人) 59,315 58,632 57,861 57,187 56,429

(人) 58,760 58,114 57,353 56,705 55,966

（％） 99.1 99.1 99.1 99.2 99.2

1人1日平均使用水量 (㍑/人/日) 247 249 249 248 259

1日平均使用水量 (ｍ3/日) 14,693 14,658 14,445 14,183 14,614

工場用 1日平均使用水量 (ｍ3/日) 3,472 3,524 3,862 3,742 3,726

（その他）用 1日平均使用水量 (ｍ3/日) - - - - -

計 1日平均使用水量 (ｍ3/日) 22,430 22,456 22,366 21,815 21,535

(ｍ3/日) 1,004 1,000 943 1,238 991

(ｍ3/日) 5,158 4,873 4,564 5,232 4,585

(ｍ3/日) 28,592 28,329 27,873 28,285 27,111

(㍑/人/日) 487 487 486 499 484

(ｍ3/日) 31,741 30,885 32,412 32,028 30,181

(㍑/人/日) 540 531 565 565 539

（％） 78.5 79.3 80.2 77.1 79.4

（％） 82.0 82.8 83.6 81.5 83.1

（％） 90.1 91.7 86.0 88.3 89.8

項 目

行 政 区 域 内 人 口

現 在 給 水 人 口

普 及 率

別

途

水

量

有

効

水

量

有

収

水

量

生活用

業務営業用

1 人 1 日 最 大 給 水 量

有 収 率

有 効 率

負 荷 率

3,195

無 収 水 量

無 効 水 量

1 日 平 均 給 水 量

1 人 1 日 平 均 給 水 量

1 日 最 大 給 水 量

1日平均使用水量 (ｍ3/日) 4,265 4,274 4,059 3,890
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4/4

R3 R4 R5 R6 R7

(2021) (2022) (2023) (2024) (2025)

(人) 55,767 55,030 54,603 53,754 -

(人) 55,319 54,587 54,175 53,345 -

（％） 99.2 99.2 99.2 99.2 -

1人1日平均使用水量 (㍑/人/日) 257 260 258 261 -

1日平均使用水量 (ｍ3/日) 14,352 14,197 14,001 13,913 -

工場用 1日平均使用水量 (ｍ3/日) 4,401 5,003 4,677 5,184 -

（その他）用 1日平均使用水量 (ｍ3/日) - - - - -

計 1日平均使用水量 (ｍ3/日) 21,997 22,687 22,309 22,776 -

(ｍ3/日) 964 986 991 1,528 -

(ｍ3/日) 4,259 4,549 4,781 5,402 -

(ｍ3/日) 27,220 28,221 28,081 29,706 -

(㍑/人/日) 492 517 518 557 -

(ｍ3/日) 30,561 34,487 31,486 33,064 -

(㍑/人/日) 552 632 581 620 -

（％） 80.8 80.4 79.5 76.5 -

（％） 84.4 83.9 83.0 81.8 -

（％） 89.1 81.8 89.2 89.8 -

項 目

行 政 区 域 内 人 口

(ｍ3/日) 3,244 3,487 3,631 3,679 -

現 在 給 水 人 口

普 及 率

別

途

水

量

有

効

水

量

有

収

水

量

生活用

業務営業用 1日平均使用水量

無 収 水 量

無 効 水 量

負 荷 率

1 日 平 均 給 水 量

1 人 1 日 平 均 給 水 量

1 日 最 大 給 水 量

1 人 1 日 最 大 給 水 量

有 収 率

有 効 率
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表３－６ 1 人 1 日平均使用水量（平成 21 年度～令和 6 年度） 

 

 

 

上表で示した実績を基に、将来の1人1日平均使用水量の推計を行う。本計画の推計方

法は以下の通り。 

 

① 年平均増加数による方法 

② 年平均増加率による方法 

③ 修正曲線式による方法 

④ べき曲線式による方法 

⑤ ロジスティック曲線方式による方法 

 

次頁に推計結果を示す。 

 

 

  

年　度
1人1日平均
使用水量

（㍑/人/日）
平成27年度 247
平成28年度 247
平成29年度 249
平成30年度 249
令和元年度 248
令和2年度 259
令和3年度 257
令和4年度 260
令和5年度 258
令和6年度 261
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表３－７ 1 人 1 日平均使用水量の推計（令和 7 年度～令和 33 年度） 

単位：㍑/人/日 

 

 

上表より、平均使用水量による推計で「268～314㍑/人/日」という結果となった。 

 

次に、上位計画である「利根川上流流域下水道（県央処理区）事業計画」(以下、「流

域計画」)の確認を行う。 

基本フレーム（汚水量原単位）の見直しが実施され、見直し後の本市の1人1日生活汚

水量原単位は、「流域計画」より令和33年度で「235 ㍑/人/日」となっている。推計結

果である「268～314 ㍑/人/日」より若干小さい値となったが、本計画では上位計画で

ある「流域計画」より「235 ㍑/人/日」を採用する。また、中間年次となる事業計画

（令和12年度）についても上位計画である「流域計画」を採用し、以下に本計画の生活

汚水量を示す。 

 

表３－８ 1 人 1 日生活汚水量原単位 

単位：㍑/人/日        

 
令和 6 年度 令和 33 年度 令和 12 年度 

（実績） （全体計画） （事業計画） 

生活汚水量 261 235 235 

西暦 和暦 年平均増加数 年平均増加率 修正曲線式 べき曲線式 ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸ曲線式
1 2025 令和07年 263 263 264 260 262
2 2026 令和08年 265 264 265 260 263
3 2027 令和09年 267 266 266 261 265
4 2028 令和10年 269 267 267 261 267
5 2029 令和11年 270 269 268 262 269

6 2030 令和12年 272 271 268 262 271

7 2031 令和13年 274 272 269 263 273
8 2032 令和14年 276 274 270 263 275
9 2033 令和15年 277 276 271 263 277

10 2034 令和16年 279 277 271 264 279
11 2035 令和17年 281 279 272 264 280
12 2036 令和18年 283 281 272 264 282
13 2037 令和19年 285 283 273 265 284
14 2038 令和20年 286 284 273 265 286
15 2039 令和21年 288 286 274 265 288
16 2040 令和22年 290 288 274 266 290
17 2041 令和23年 292 290 274 266 292
18 2042 令和24年 293 291 275 266 295
19 2043 令和25年 295 293 275 266 297
20 2044 令和26年 297 295 275 267 299
21 2045 令和27年 299 297 275 267 301
22 2046 令和28年 301 299 276 267 303
23 2047 令和29年 302 300 276 267 305
24 2048 令和30年 304 302 276 268 307
25 2049 令和31年 306 304 276 268 309
26 2050 令和32年 308 306 276 268 311

27 2051 令和33年 309 308 277 268 314

事業計画 

全体計画 
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（２） 営業汚水量の推定 

営業汚水量は地域の特性により異なり実態調査による資料に基づく将来予測が望まし

いが、本市の資料によると用途地域別営業用水率の区分がはっきりされていない。「下

水道施設計画・設計指針と解説」により推定すると次のとおりである。 

 

表３－９ 用途地域別営業用水率（日平均） 

用途地域別 営業用水率 根    拠 

商業地域 0.6～0.8 用途地域別に営業用水量と営業

用地率の相関を求めた後に1人の

基礎家庭下水量に対する率とし

てセットしたものである。 

住居地域 0.3 

準工業地域 0.5 

工業地域 0.2 

「下水道施設計画・設計指針と解説 2019 年版」P.61    

 

次に、給水実績における営業用水の実績値を以下に示す。 

 

表３－１０ 営業用水率 
 

 

年　次
生活用水
使用水量
（㎥/日）

営業用水
使用水量
（㎥/日）

営業用水率

平成21年度 15,662 5,195 33.2%
平成22年度 15,634 5,202 33.3%
平成23年度 15,389 4,995 32.5%
平成24年度 15,295 5,169 33.8%
平成25年度 15,170 5,095 33.6%
平成26年度 15,091 4,292 28.4%
平成27年度 14,853 4,337 29.2%
平成28年度 14,693 4,265 29.0%
平成29年度 14,658 4,274 29.2%
平成30年度 14,445 4,059 28.1%
令和元年度 14,183 3,890 27.4%
令和2年度 14,614 3,195 21.9%
令和3年度 14,352 3,244 22.6%
令和4年度 14,197 3,487 24.6%
令和5年度 14,001 3,631 25.9%
令和6年度 13,913 3,679 26.4%
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上位計画である「利根川上流流域下水道（県央処理区）事業計画」のフレーム見直しで

は、「流域別下水道整備総合計画調査 指針と解説 平成 27 年版」での全国平均値を採

用している「群馬県広域化・共同化計画」の 26％を営業用水率として設定している。こ

の値は本市の給水実績における営業用水率に近い値となっている。よって本計画では上

位計画に合わせて、営業用水率 26％を採用する。 

また、「利根川上流流域下水道（県央処理区）事業計画」で設定している、60 ℓ/人･

日を営業汚水量原単位として採用する。 
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（３） 時間変動率 

本市の生活汚水について、上水道使用実績を以下に示す。 

 

表３－１１ 上水道使用実績による負荷率 
 

 

年　度
一日平均
給水量

（㎥/日）

一日最大
給水量

（㎥/日）
負荷率

日最大
÷

日平均
平成21年度 31,614 35,371 89.4% 111.9%
平成22年度 31,585 35,891 88.0% 113.6%
平成23年度 31,473 37,771 83.3% 120.0%
平成24年度 31,216 35,711 87.4% 114.4%
平成25年度 30,830 35,230 87.5% 114.3%
平成26年度 30,125 34,837 86.5% 115.6%
平成27年度 29,831 33,708 88.5% 113.0%
平成28年度 28,592 31,741 90.1% 111.0%
平成29年度 28,329 30,885 91.7% 109.0%
平成30年度 27,873 32,412 86.0% 116.3%
令和元年度 28,285 32,028 88.3% 113.2%
令和2年度 27,111 30,181 89.8% 111.3%
令和3年度 27,220 30,561 89.1% 112.3%
令和4年度 28,221 34,487 81.8% 122.2%
令和5年度 28,081 31,486 89.2% 112.1%
令和6年度 29,706 33,064 89.8% 111.3%
平　均 29,381 33,460 87.9% 113.9%



- 45 - 
 

前項より、一日最大給水量に対する一日平均給水量の比率は、平成21年度～令和6年

度の平均値で約113.9％となっている。また、上位計画である「利根川上流流域下水道

（県央処理区）事業計画」のフレーム見直しでは、日平均と日最大比率は、水道ビジョ

ン給水実績を基に設定した「群馬県広域化・共同化計画」の1.00：1.20（西部圏域）を

採用しており、実績値と上位計画値に大きな差異はないことから、本計画において日平

均汚水量に対する日最大汚水量の変動率を1.20とする。 

時間最大の変動率に関しては、「下水道施設計画・設計指針と解説 前編-2019年版-

(P.58)」の平均値1.30～1.80より、日最大汚水量に対する時間最大汚水量の変動率は中

間値1.50倍を採用しており、日最大汚水量の1.20の1.50倍が時間最大汚水量の変動率

1.80となる。よって、本計画における日平均汚水量、日最大汚水量、時間最大汚水量の

変動率を下記の通りとする。 

 

日平均：日最大：時間最大＝ 1.00 : 1.20 : 1.80 

※日平均を1.0として比較した値 

 

以上より、目標年次である令和33年と令和12年における、1人1日当たりの日平均の生

活汚水量原単位と営業汚水量原単位、1人1日当たりの生活・営業汚水量原単位を示す。 

 

表３－１２ 1 人 1 日当たり汚水量原単位（日平均）の決定値 

単位：㍑/人/日            

 
利根川上流流域下水道（県央処理区）事業計画より 

 

表３－１３ 1 人 1 日当たり生活・営業汚水量原単位の決定値 

単位：㍑/人/日          

 
利根川上流流域下水道（県央処理区）事業計画より 

変動率は日平均を1.0として比較した値 

令和33年度 令和12年度
（全体計画） （事業計画）

生活 235 235
営業 60 60
計 295 295

令和33年度 令和12年度
（全体計画） （事業計画）

日平均 295 295 1.00
日最大 355 355 1.20

時間最大 535 535 1.80

変動率
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（４） 地下水量 

1人1日当たり地下水量については、「下水道施設計画・設計指針と解説 2019年版 

P.57」において、「推定が困難な地域については、生活汚水量と営業汚水量の和に対す

る日最大汚水量の10～20％を見込むことができる。」と記されている。 

地下水の流入は、設計、施工にあって、その量を最小限度にとどめるよう努力しなけ

ればならないが、技術的に絶無にすることはできない。また、その量は、管延長1m当た

り、または排水面積1ha当たりの量（m3）で表示されるが、土質、地下水位、管の継ぎ

手、工法等によって異なるので、標準的な値は定められない。従って、経験的に1人1日

最大汚水量の10～20％を見込んでいる。 

本計画における1人1日当たりの地下水量は、1人1日最大汚水量（生活汚水量＋営業汚

水量）の15％を見込むこととし、時間変動はなく将来とも一定とする。 

 

      生活・営業(日最大) 

地下水量 ：（355）× 0.15 =  55 （㍑/人・日） 

 

表３－１４ 地下水量原単位 

単位：㍑/人/日          

令和 33 年度 

（全体計画） 

令和 12 年度 

（事業計画） 

55 55 
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（５） 家庭汚水量原単位の決定 

前項までの結果を踏まえて、本計画における家庭汚水量原単位を以下に示す。 

 

表３－１５ 家庭汚水量原単位 

単位：㍑/人/日 

 

 

 

 

 

 

 

生活・営業 地下水 計 生活・営業 地下水 計

日平均 295 55 350 295 55 350

日最大 355 55 410 355 55 410

時間最大 535 55 590 535 55 590

令和12年度（事業計画）令和33年度（全体計画）
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３－３ 家庭汚水、地下水等の量及びこれらの推定の根拠 

（１） 生活排水の取扱いについて 

１) 家庭汚水：（計画処理人口×家庭汚水量原単位）により算出し、全量を処理の

対象とする。 

２) その他：観光排水や畜産排水等があるが、本計画ではそれに該当する規模をも

つものがないので特に計上しない。 

ａ)家庭汚水量 

家庭汚水量は先に求めた1人1日当りの汚水量に管路施設を通じて混入する地

下水の量を含むものとする。 

 

汚濁源別の計画汚水量をまとめた表を以下に示す。 

 

表３－１６ 計画家庭汚水量（全体計画：令和 33 年度） 

 
 

表３－１７ 計画家庭汚水量（事業計画：令和 12 年度） 

 
 

小処理分区ごとの計画家庭汚水量を次項に示す。 

 

計画人口
（人）

生活+営業
(㎥/日)

地下水
(㎥/日)

計
(㎥/日)

日平均 3,509 654 4,163
日最大 4,222 654 4,876

時間最大 6,363 654 7,017

11,894

計画人口
（人）

生活+営業
(㎥/日)

地下水
(㎥/日)

計
(㎥/日)

日平均 4,855 905 5,760
日最大 5,843 905 6,748

時間最大 8,806 905 9,711

16,459
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表３－１８ 小処理分区別 計画家庭汚水量（全体計画：令和 33 年度） 

 

 

表３－１９ 小処理分区別 計画家庭汚水量（事業計画：令和 12 年度） 

 

 

 

家庭汚水

量原単位

地下水量

原単位

家庭汚水

量原単位

地下水量

原単位

家庭汚水

量原単位

地下水量

原単位

295 55 355 55 535 55

㍑/人/日 ㍑/人/日 ㍑/人/日 ㍑/人/日 ㍑/人/日 ㍑/人/日

板 鼻 125.0 2,195 648 121 769 780 121 901 1,175 121 1,296

安 中 231.0 4,317 1,274 237 1,511 1,532 237 1,769 2,309 237 2,546

原 市 304.0 5,382 1,587 296 1,883 1,910 296 2,206 2,879 296 3,175

計 660.0 11,894 3,509 654 4,163 4,222 654 4,876 6,363 654 7,017

日平均（㎥/日） 日最大（㎥/日） 時間最大（㎥/日）

計 計 計

小処理

分区

面積

(㏊)

人口

(人)

家庭汚水

量原単位

地下水量

原単位

家庭汚水

量原単位

地下水量

原単位

家庭汚水

量原単位

地下水量

原単位

295 55 355 55 535 55

㍑/人/日 ㍑/人/日 ㍑/人/日 ㍑/人/日 ㍑/人/日 ㍑/人/日

板 鼻 123.4 3,161 932 174 1,106 1,122 174 1,296 1,691 174 1,865

安 中 223.7 5,819 1,717 320 2,037 2,066 320 2,386 3,113 320 3,433

原 市 295.0 7,479 2,206 411 2,617 2,655 411 3,066 4,002 411 4,413

計 642.1 16,459 4,855 905 5,760 5,843 905 6,748 8,806 905 9,711

小処理

分区

日平均（㎥/日） 日最大（㎥/日） 時間最大（㎥/日）

計 計 計

面積

(㏊)
人口(人)
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（２） 工場排水量 

本計画において、工場排水量の算出にあたっては、次の基本的考え方に基づき計画す

るものとする。 

１) 計画工場排水量は工業出荷額（中分類別）に中分類別工業排水量原単位（㎥/百

万円）を乗じて求めるものとするが、工場排水については、工業調査表を基に

個々の工場の位置を調査し、計画区域内の工場排水を算出した。 

２) 排水量原単位は工業統計表による実績値をもとに用水量原単位の節減傾向、回収

率、消失率等を予測して決定する。 

 

また計画区域内であっても、次に示す項目に該当する工場の排水は見込まない計画と

する。 

３) 現況で1,000㎥/日以上の排水量を持つ大規模工場の工場排水は見込まない。 

４) 窯業･土石業種は水質が無機系のものが多く、汚水処理になじまない為除外す

る。 

５) 下水道計画に用いる施設原単位は、全業種についてその水質が低濃度であること

から、温調・冷却用水を除くものとする。 

 

○工場排水量の算定 

工場排水量は、「流総計画」に基づき算出した排水量の見直しを行った、上位計画の

「利根川上流流域下水道（県央処理区）事業計画」の工場排水量を採用する。 

また、工場排水量の時間変化は、主要工場の実績効果により、日平均量と日最大量

は、その変化が少ないことから同量とし、時間最大量は、日最大量の２倍とした。 

次項から、工場排水量原単位及び安中市の出荷額と排水量をまとめた表、排水量

1,000㎥/日以上の排水量を除いた表、県央処理区外の排水量を除き、県央処理区内の工

場排水量を算出した表を示す。 
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表３－２０ 業種別工場排水量原単位及び工場排水量 

 

※中分類別出荷額は「利根川上流流域下水道（県央処理区）事業計画」より 

※令和 12 年度と令和 33 年度の中分類別工場排水量原単位はの令和 33 年度値を採用 

 

  

出 荷 額 原 単 位 排 水 量 出 荷 額 原 単 位 排 水 量

09 食 料 品 製 造 業 0 0.0567 0 0 0.0567 0

10 飲 料 ・ た ば こ ・ 飼 料 製 造 業 0 0.0224 0 0 0.0224 0

11 繊 維 工 業 65 0.0840 5 65 0.0840 5

12 木 材 ・ 木 製 品 製 造 業 0 0.0072 0 0 0.0072 0

13 家 具 ・ 装 備 品 製 造 業 0 0.0268 0 0 0.0268 0

14 パ ル プ ・ 紙 ・ 紙 加 工 品 製 造 業 0 0.0087 0 0 0.0087 0

15 印 刷 ・ 同 関 連 業 0 0.0168 0 0 0.0168 0

16 化 学 工 業 0 0.0224 0 0 0.0224 0

17 石 油 製 品 ・ 石 炭 製 品 製 造 業 0 0.0178 0 0 0.0178 0

18 プ ラ ス チ ッ ク 製 品 製 造 業 0 0.0296 0 0 0.0296 0

19 ゴ ム 製 品 製 造 業 0 0.0335 0 0 0.0335 0

20 な め し 革 ・ 同 製 品 ・ 毛 皮 製 造 業 0 0.0010 0 0 0.0010 0

21 窯 業 ・ 土 石 製 品 製 造 業 0 0.0137 0 0 0.0137 0

22 鉄 鋼 業 0 0.0302 0 0 0.0302 0

23 非 鉄 金 属 製 造 業 0 0.0205 0 0 0.0205 0

24 金 属 製 品 製 造 業 0 0.0404 0 0 0.0404 0

25 は ん 用 機 械 器 具 製 造 業 0 0.0165 0 0 0.0165 0

26 生 産 用 機 械 器 具 製 造 業 0 0.0096 0 0 0.0096 0

27 業 務 用 機 械 器 具 製 造 業 0 0.0043 0 0 0.0043 0

28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 0 0.0250 0 0 0.0250 0

29 電 気 機 械 器 具 製 造 業 0 0.0080 0 0 0.0080 0

30 情 報 通 信 機 械 器 具 製 造 業 0 0.0048 0 0 0.0048 0

31 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 9,521 0.0082 78 9,521 0.0082 73

32 そ の 他 の 製 造 業 0 0.0197 0 0 0.0197 0

9,585 83 9,585 78

令和33年度（全体計画） 令和12年度（事業計画）
中 分 類 業 種 備 考

下水道計画区域内 計
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表３－２１ 安中市工場排水量（令和 33 年度、令和 12 年度） 

単位ｍ3/日 

 

※工場排水量は、1,000ｍ3/日以上の工場は除く 

 

上位計画である「利根川上流流域下水道（県央処理区）事業計画」では、工場排水 

量は 166ｍ3/日である。本計画では、上位計画と整合させ 166ｍ3/日とする。 

 

 

  

排水量
1,000㎥/日以上

排水量
1,000㎥/日未満

計

0 166 166
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以上より、本計画における汚水量を以下に示す。 

 

表３－２２ 小処理分区別 計画汚水量（全体計画：令和 33 年度） 

 

 

表３－２３ 小処理分区別 計画汚水量（事業計画：令和 12 年度） 

 

家庭汚水
量原単位

地下水量
原単位

家庭汚水
量原単位

地下水量
原単位

家庭汚水
量原単位

地下水量
原単位

295 55 355 55 535 55

㍑/人/日 ㍑/人/日 ㍑/人/日 ㍑/人/日 ㍑/人/日 ㍑/人/日

板 鼻 125.0 2,195 648 16 121 785 780 16 121 917 1,175 32 121 1,328

安 中 231.0 4,317 1,274 29 237 1,540 1,532 29 237 1,798 2,309 58 237 2,604

原 市 304.0 5,382 1,587 38 296 1,921 1,910 38 296 2,244 2,879 76 296 3,251

計 660.0 11,894 3,509 83 654 4,246 4,222 83 654 4,959 6,363 166 654 7,183

 人口(人)

日最大（㎥/日） 時間最大（㎥/日）

計 計 計
工場

排水量
工場

排水量

小処理

分区

日平均（㎥/日）

工場
排水量

面積

(㏊)

家庭汚水
量原単位

地下水量
原単位

家庭汚水
量原単位

地下水量
原単位

家庭汚水
量原単位

地下水量
原単位

295 55 355 55 535 55

㍑/人/日 ㍑/人/日 ㍑/人/日 ㍑/人/日 ㍑/人/日 ㍑/人/日

板 鼻 123.4 3,161 932 15 174 1,121 1,122 15 174 1,311 1,691 30 174 1,895

安 中 223.7 5,819 1,717 27 320 2,064 2,066 27 320 2,413 3,113 54 320 3,487

原 市 295.0 7,479 2,206 36 411 2,653 2,655 36 411 3,102 4,002 72 411 4,485

計 642.1 16,459 4,855 78 905 5,838 5,843 78 905 6,826 8,806 156 905 9,867

面積

(㏊)

人口

(人)

日最大（㎥/日） 時間最大（㎥/日）

計 計 計
工場

排水量
工場

排水量

小処理

分区

日平均（㎥/日）

工場
排水量
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３－４ 降雨量（降雨強度公式を含む）その決定の理由 

（１） 雨水流出量算定について 

一般に下水道雨水排除計画においては最大流出量を基準にしている。雨水の場合流出

量が短時間に急上昇し、その後、緩やかに漸減する特性を持つ。 

排水計画にあたっては降雨特性及び流域特性を考慮し、流出機構の正確な把握が必要

である。 

流出量算定の方法には実験式、合理式があり、それぞれ特徴があるが、合理式が一般

的なので本計画においても合理式を採用する。 

雨水流達時間に相当する降雨持続時間を有する強度の雨水が、流達時間に流集し得る

排水区域に一様に降るという考えで遅滞現象の起こらない最大限度を持って最大流出量

を算定する方法である。 

合理式は次のように表される。 

                Ｑ：雨水流出量（㎥/sec） 

                Ｃ：流出係数 

     Ｑ＝   ･Ｃ･Ｉ･Ａ  Ｉ：降雨量強度（㎜/hr） 

                Ａ：排水面積（ha） 

     

合理式の特徴は次の通りである。 

イ) 流達時間内に降る雨水の平均強度を降雨強度とするため、流達時間が短いほど降

雨強度が大である。 

ロ) 合理式は最遠点からの雨水が流達した場合に、最大流出量になると仮定している

が、降雨強度を左右する流達時間を正確に把握すればかなり信用してよい。 

ハ) 合理式における流出係数は、浸透蒸発のほか、くぼんだ地形、側溝等排水施設で

の雨水の停滞等の要素を含む。 

 

 

 

 1 

360 



- 55 - 
 

(２) 降雨量および降雨量強度式 

本計画では、「都市計画法に基づく開発許可制度の手引（令和2年4月1日）P.51」よ

り、降雨強度：64.8mm/hr、降雨強度式：6,610/(t+42)を採用するが、下記の通り検証

を行う。 

合理式による降雨流出量算定においては、流達時間ｔ（分）に相当する降雨量継続時

間の降雨強度Ｉ（㎜/hr）が必要である。 

任意継続時間ｔ（分）に対応する降雨量 Rt（㎜）を過去の観測降雨量資料から摘出し、

次式により各ｔに対する降雨強度 It を表す。 

  

   It＝Rt･   （㎜/hr） 

  

降雨量強度公式には代表的なものとしてタルボット型、シャーマン型、久野・石黒型、

クリーブランド型の 4 種がある。 

「下水道施設計画設計指針と解説 2019年版」（P.222）によれば”流達時間が短い

管路等の流下施設の計画を行う場合には、原則としてタルボット型を採用する事が好ま

しい”としている。従って本計画は管路計画であり、タルボット型を採用する。 

 

表３－２４ 降雨強度公式 

 タルボット型 シャーマン型 久野･石黒型 

降雨強度公式 
a 

t+b 

a 

tn 

a 

√t±b 

         Ｉ：降雨強度（㎜/時） 

         ｔ：降雨継続（分） 

         ａ、ｂ、ｎ：定数 

降雨強度公式の定数（ａ、ｂ）を厳密に求めるためには、降雨継続時間として5、

10、20、30、40、60、80、120分に対応する最低８組の降雨量資料を必要とする。 

本市にその資料がないので本計画では前橋市地方気象台の記録を用いることとす

る。しかし10分、60分降雨強度の資料しかないので降雨強度公式の決定にあたって

は「下水道雨水流出量に関する研究報告」（土木学会）を基に特性係数法を用いて

算出する。前橋地方気象台の昭和36年～59年の24年間降雨記録を次項に示す。 

 60 

 t 
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表３－２５ 降雨記録 

単位：mm    

 
前橋地方気象台観測資料   

年度 月日 日雨量 月日 10分降雨量 月日 60分降雨量

昭和 36 年 10月9日 106.2 8月18日 24.8 8月18日 81.4

昭和 37 年 8月28日 147.2 8月28日 22.0 8月28日 81.4

昭和 38 年 6月22日 48.7 6月22日 20.2 6月22日 48.4

昭和 39 年 7月28日 92.4 7月15日 22.1 7月28日 77.8

昭和 40 年 5月3日 70.4 8月13日 17.4 9月11日 47.0

昭和 41 年 6月28日 145.7 9月11日 18.4 9月11日 38.7

昭和 42 年 6月2日 61.0 6月2日 28.0 6月2日 58.3

昭和 43 年 6月21日 75.0 6月21日 23.0 6月21日 58.5

昭和 44 年 8月23日 89.0 7月27日 18.0 7月27日 45.0

昭和 45 年 6月15日 68.0 8月30日 14.0 8月30日 32.0

昭和 46 年 8月31日 100.5 7月6日 15.0 8月8日 31.0

昭和 47 年 9月16日 75.5 8月2日 22.0 9月7日 38.5

昭和 48 年 7月2日 73.0 7月2日 12.5 7月2日 41.5

昭和 49 年 8月13日 82.5 8月13日 19.0 8月13日 60.5

昭和 50 年 6月10日 91.5 6月10日 20.0 6月10日 68.0

昭和 51 年 7月17日 55.0 7月17日 13.0 7月17日 18.5

昭和 52 年 7月26日 98.0 7月26日 16.5 7月26日 82.0

昭和 53 年 7月11日 59.0 7月23日 9.0 8月9日 31.0

昭和 54 年 6月29日 72.0 7月24日 17.0 8月6日 24.5

6月10日
6月27日

昭和 56 年 8月22日 111.5 7月17日 13.0 7月17日 35.5

昭和 57 年 9月12日 175.0 8月1日 16.5 8月1日 50.5

8月16日
9月4日

昭和 59 年 6月26日 57.0 6月20日 14.5 7月4日 37.0

昭和 58 年 9月28日 115.5 9月8日 16.5 25.5

昭和 55 年 9月27日 44.5 10.0 7月28日 13.5
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○降雨強度の算定 

降雨強度公式の算定に当り、降雨資料は前橋地方気象台の昭和36年～59年の24年間の

資料に基づいて算定する。 

確率降雨強度の算定は岩井法によるものとし、確率降雨強度を示すと下表のとおりと

なる。 

 

表３－２６ 確率降雨強度 

確 率 年 ３年 ５年 ７年 10 年 

10 分間降雨強度 118.8 127.8 132.2 139.2 

60 分間降雨強度 56.8 64.8 69.7 74.7 

 

次に特性係数法により降雨強度を算定する。 

特性係数とは、10 分雨量と 60 分雨量とからのみ降雨強度公式を決める方法である。 

    計算式は次のとおりである。 

    
   ＩＮ＝ＲＮ・βＮ＝ＲＮ・ 
    
   β  ＝Ｉ /Ｉ 
     
   Ｉ  ＝ＲＮ 
    
   ａ'＝ｂ＋60 
    
   ｂ ＝(60－10β )/（β －１） 
    
    ａ'、ｂの各定数はｔ＝60 分時β＝1 という条件 
    
    β  ＝Ｉ  /Ｉ 
    
          Ｉ  ：10 分間降雨強度 
    
          Ｉ  ：60 分間降雨強度 
    
    
    
   Ｉ：降雨強度（㎜/ha） 
   Ｒ：60 分雨量強度（㎜/ha） 
   β：特性係数 
   ａ'、ｂ：定数 
   Ｎ：Ｎ年確率 
 

 ａ’ 

ｔ＋ｂ 
 10    10    60 
Ｎ   Ｎ   Ｎ 
 60 
Ｎ 

 10     10  
Ｎ     Ｎ  

 10    10    60 
Ｎ   Ｎ   Ｎ 

 10 
Ｎ 

 60 
Ｎ 
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以上より確率年別に算定してみると次の通りとなる。 

３年確率 

                10    60 
              Ｉ  /Ｉ   ＝118.8/56.8＝2.09 
                3   3 

              ｂ＝(60－2.09×10)/(2.09－1）≒36 

              ａ'＝36＋60＝96 
                            96       5,450 
         ∴Ｉ＝56.8×     ≒ 
                ｔ＋36     ｔ＋36 

５年確率 

                10    60 
              Ｉ  /Ｉ   ＝127.8/64.8＝1.97 
                5   5 

              ｂ＝(60－1.97×10)/(1.97－1）≒42 

              ａ'＝42＋60＝102 

                           102      6,610 
                  ∴Ｉ＝64.8×        ≒  
                              ｔ＋42     ｔ＋42 

                 ７年確率 

                10    60 
              Ｉ  /Ｉ   ＝133.2/69.7＝1.91 
                7   7 

              ｂ＝(60－1.91×10)/(1.91－1）≒45 

              ａ'＝45＋60＝105 

                               105      7,320  
                 ∴Ｉ＝69.7×        ≒   
                             ｔ＋45    ｔ＋45 

 

表３－２７ 確率降雨強度公式 

確率年 降雨強度公式 時間雨量 摘    要 

3 年 
5,450 

Ｉ＝               
t+36 

56.8（㎜/hr）  

5 年 

6,610 
Ｉ＝ 

t+42 
64.8（㎜/hr） 採用値 

7 年 

7,320 
Ｉ＝ 

t+45 
69.7（㎜/hr）  
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図３－２ 降雨強度曲線 
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（３） 流達時間 

流達時間は排水区内に降った雨がある地点の下水管渠に流れつくまでの時間をいう。

宅地内に降った雨が施設排水路を通って下水道に流入する時間、すなわち流入時間と下

水道管渠を流下してその地点まで流れつく時間、すなわち流下時間の和である。 

1) 流入時間  7分 

2) 流下時間 

流下時間は雨水量を求めようとする地点から上流の管渠の最大延長を平均流速で除し

たものである。 

 

 

３－５ 流出係数及びその決定の理由 

流出係数の決定については住宅団地のように計画的に各工種別面積が比較的簡単に得

られるものの算定は易しいが、一般市街地においては現状と将来の発展形態との相違が

判断しにくい場合が多いので、都市計画等を充分考慮して現状との変化を把握して的確

な流出係数を決定する必要がある。 

本計画では計画区域内の将来の屋根、道路、間地等の面積比を現状より求め、これら

の各工種別の基礎流出係数から、加重平均法で排水区ごとの平均流出係数を求めた。 

次項より算出方法を示す。 
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①工種別基礎流出係数 

表３－２８ 工種別基礎流出係数標準値 

工 種 別 流出係数 工 種 別 流出係数 

屋  根 0.85～0.95 間  地 0.10～0.30 

道  路 0.80～0.90 芝・樹木の多い公園 0.05～0.25 

その他不透面 0.75～0.85 勾配の緩い山地 0.20～0.40 

水  面 1.00 勾配の急な山地 0.40～0.60 

資料：「下水道施設設計指針と解説 2019 年版」P.217     

 

②用途地域別流出係数 

わが国の下水道計画で標準的に用いられる用途地域別の係数は、以下に示す通りであ

る。 

表３－２９ 用途別総括流出係数の標準値 

敷地内に間地が非常に少ない商業地域及び類似の住宅地域 0.80 

浸透面の野外作業場等の間地を若干もつ工場地域及び庭が若干ある住宅地域 0.65 

住宅公団団地等の中層住宅団地及び 1 戸建て住宅の多い地域 0.50 

庭園を多く持つ高級住宅地域及び畑地等が割合残っている郊外地域 0.35 

資料：「下水道施設設計指針と解説 2019 年版」P.218     

 

一方、安中市の都市計画用途地域を基に、計画排水区域内の用途地域のうち、将来

とも変化が少ないと予想される代表的地区を摘出して、次頁の工種別構成比と表３－

３３の工種別基礎流出係数の標準値（屋根 0.90、道路 0.85、間地 0.20）をもって算

出する。  
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図３－３ 工種別構成比（実測値） 
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表３－３０ 用途別流出係数 

 

 

 

③流出係数の決定 

上記の算出した流出係数を参考に、各用途地域別の流出係数を次のように決定した。 

 

表３－３１ 用途地域別流出係数 

 

 

各排水区毎の流出係数は、用途地域別の荷重平均値とし次項にその一覧を示す。 

工種別
構成比

工種別流出係数

×工種別構成比

工種別
構成比

工種別流出係数

×工種別構成比

工種別
構成比

工種別流出係数

×工種別構成比

第２種住居専用 0.21 % 0.189 0.15 % 0.128 0.64 % 0.128 0.445

住居地域 0.38 % 0.342 0.10 % 0.085 0.52 % 0.104 0.531

近隣商業地域 0.46 % 0.414 0.19 % 0.160 0.35 % 0.070 0.644

商業地域 0.45 % 0.405 0.15 % 0.128 0.40 % 0.080 0.613

準工業地域 0.31 % 0.279 0.17 % 0.145 0.52 % 0.104 0.528

工業地域 0.49 % 0.441 0.10 % 0.085 0.41 % 0.082 0.608

その他の地域 0.25 % 0.225 0.10 % 0.065 0.65 % 0.016 0.326

用
　
　
途

工種別流出係数

屋  根 道  路 間  地

流出係数0.90 0.85 0.20

工  種

用途別 第２種 住居 近隣商業 商業 準工業 工業 その他

流出係数 0.45 0.50 0.65 0.65 0.50 0.60 0.35
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表３－３２ 排水区別流出係数 

 

上段：面積×流出係数 

下段：面積      

 

 

 

第２種 住居 近隣商業 商業 準工業 工業 その他 採用流出係数

0.45 0.50 0.65 0.65 0.50 0.60 0.35 （平均流出係数）

安中第２ 1.44 4.41 2.40 0.10 0.03 8.38 0.52

排水区 3.21 8.82 3.69 0.20 0.08 16.00 ≒0.5

安中第３ 6.79 7.77 4.94 0.27 19.77 0.51

排水区 15.09 15.54 7.60 0.77 39.00 ≒0.5

九十九川 6.21 6.81 1.05 5.49 19.56 0.49

排水区 13.80 13.62 1.61 10.97 40.00 ≒0.5

計排水区域
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３－６ 管渠の流量計算 

(１) 流量計算公式 

流量及び断面計算にはマニング公式を採用した。 
           1 
     Ｖ＝     ･Ｒ2/3・Ｉ1/2 
           n 

     Ｑ＝ＷＡ・Ｖ          

                   Ｖ：流速（ｍ/sec） 

Ｉ：勾配 

ｎ：粗度係数（HPの時0.013、VUの時0.010） 

                            WA             
     Ｒ：径深（        ）           

                               WP 

                   Ｑ：流量（ｍ３/sec） 

ＷＡ：流水断面積（㎡） 

ＷＰ：流水潤辺長（ｍ）              

                                      

(２) 設計条件 

イ) 汚水管渠 

汚水管は原則として円形管を用い流域下水道幹線に継続させる。 

設計条件の主なもの 

管内流速    0.6ｍ/sec～3.0ｍ/sec 

最小管径    200㎜ 

最小土被り  1.20ｍ 

管渠断面の余裕   小管渠 約  100％（φ200～φ600） 

中管渠 約50～100％（φ700～φ1,500） 

大管渠 約25～ 50％（φ650～φ3,000） 

          ロ) 雨水管渠 

雨水管渠は道路横断等の一部を除いて、原則として開水路とする。 

設計条件の主なもの 

管内流速  0.8ｍ/sec～3.0ｍ/sec 

管渠断面の余裕   20％以上 

なお、管渠の流量計算は、別添流量計算表参照のこと。  
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第４章 流域関連公共下水道から流域下水道へ

流入する下水の予定水質並びにその推定の根拠 
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第４章 流域関連公共下水道から流域下水道へ流入する下水の予

定水質並びにその推定の根拠 

 

４－１ 一般家庭下水の予定水質及び汚濁負荷量並びにその推定の根拠 

一般家庭下水については、人口１人当りの汚濁負荷量原単位を計画人口に乗じて汚濁

負荷量を求める。汚濁負荷量原単位は「流域別下水道整備総合計画調査指針と解説 平

成27年1月」（以下「流総指針」という。）から昭和55年度から平成24年度の年度ごと

の汚濁負荷量原単位の平均値を用い、各年度の１人当り原単位を、し尿は BOD 18ｇ、

SS 20ｇ、雑用水分はBOD 40ｇ、SS 24ｇとする。なお、し尿分、雑用水分ともBOD、SS

の将来値は現況固定とする。 

また、営業汚水による負荷量は家庭汚水の汚濁負荷量に営業用水率（26％）を乗じて

求める事とする。（「流総計画」P.202より） 

以下に家庭汚水汚濁負荷量原単位を示す。 

 

表４－１ 家庭汚水汚濁負荷量原単位 

単位：ｇ/人/日     

水質項目 項 目 区 分 
令和 12 年度 
（事業計画） 

令和 33 年度 
（全体計画） 

ＢＯＤ 

生 活 

し 尿 18 18 

雑排水 40 40 

計 58 58 

営   業 14.8 14.8 

合   計 72.8 72.8 

ＳＳ 

生 活 

し 尿 20 20 

雑排水 24 24 

計 44 44 

営   業 11.2 11.2 

合   計 55.2 55.2 
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以下に家庭汚水による汚濁負荷量と予定水質を示す。 

 

表４－２ 家庭汚水による汚濁負荷量と予定水質（全体計画：令和33年度） 

 

※日平均排水量には地下水を含む       

 

表４－３ 家庭汚水による汚濁負荷量と予定水質（事業計画：令和12年度） 

 

※日平均排水量には地下水を含む       

 

 

人 口
日 平 均
排 水 量

(人) （㎥/日） BOD SS BOD SS

板 鼻 2,195 769 160 121 208 157

安 中 4,317 1,511 314 238 208 158

原 市 5,382 1,883 392 298 208 158

計 11,894 4,163 866 657 208 158

水質（mg/㍑）
小処理
分区

負荷量（kg/日）

人 口
日 平 均
排 水 量

(人) （㎥/日） BOD SS BOD SS

板 鼻 3,161 1,106 230 175 208 158

安 中 5,819 2,037 424 321 208 158

原 市 7,479 2,617 544 413 208 158

計 16,459 5,760 1,198 909 208 158

水質（mg/㍑）
小処理
分区

負荷量（kg/日）
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４－２ 工場排水の予定水質及び汚濁負荷量その推定の根拠 

 

（１） 工場排水の予定水質及び汚濁負荷量 

工場排水の汚濁負荷量原単位は、利根川流総計画において、「流総指針」による環境省

調査の中分類業種別排水水質と中分類別工場排水量原単位を用いて、次式で算定してい

る。 

 

(中分類別汚濁負荷量原単位)=(中分類別工場排水量原単位)×(中分類業種別排水水質) 

 

下水道施設に流入する下水の水質は、高濃度になると生物処理に大きな負荷を与える

ことになり、処理水に悪影響を及ぼすおそれがある。 

下水道施設に流入する工場排水は、水質汚濁防止法による排水基準並びに下水道法及

び同施工令に基づく除害施設設置基準の適用によって上限の水質が設けられている。 

除害施設設置基準が適用されるものとして、流入水質(BOD、SS)が 600mg/ℓを超過する

場合には、600mg/ℓまで規制されるものとして流入負荷量を算定した。 

工場排水の汚濁負荷量及び流入水質は、工場排水量と同様に、見直しを行った上位計

画の「利根川上流流域下水道（県央処理区）事業計画」での算出値を採用する。 

 

表４－４ 工場排水汚濁負荷量及び流入水質 

 

 

 

 

工場排水量
(㎥/日)

負荷量(㎏/日) 流入水質(㎎/ℓ)

78

83全体計画(R33)

事業計画(R12)

SSBODSSBOD

205

205

192

193

16

17

15

16
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各小処理分区での汚濁負荷量を以下に示す。 

 

表４－５ 小処理分区別 工場排水による汚濁負荷量（全体計画：令和33年度） 

 

 

表４－６ 小処理分区別 工場排水による汚濁負荷量（事業計画：令和12年度） 

 

 

 

日 平 均
排 水 量

（㎥/日） BOD SS BOD SS

板 鼻 16 3 3 193 205

安 中 29 6 6 193 205

原 市 38 7 8 193 205

計 83 16 17 193 205

小処理
分区

負荷量（kg/日） 水質（mg/㍑）

日 平 均
排 水 量

（㎥/日） BOD SS BOD SS

板 鼻 15 3 3 192 205

安 中 27 5 6 192 205

原 市 36 7 7 192 205

計 78 15 16 192 205

負荷量（kg/日） 水質（mg/㍑）
小処理
分区
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（２） 総合水質 

前項までの内容を踏まえて、本市から流域下水道へ流入する際の汚濁負荷量及び水質

を以下に示す。 

 

表４－７ 処理場流入汚濁負荷量及び水質（全体計画：令和33年度） 

 

 

表４－８ 処理場流入汚濁負荷量及び水質（事業計画：令和12年度） 

 

 

生 活 工 場 地下水 計 生 活 工 場 計 生 活 工 場 計 生 活 工 場 計 生 活 工 場 計

板 鼻 648 16 121 785 160 3 163 247 193 208 121 3 124 187 205 158

安 中 1,274 29 237 1,540 314 6 320 246 193 208 238 6 244 187 205 158

原 市 1,587 38 296 1,921 392 7 399 247 193 208 298 8 306 188 205 159

計 3,509 83 654 4,246 866 16 882 247 193 208 657 17 674 187 205 159

(㎥/日）

日平均汚水量

小処理分区 負荷量(㎏/日)水質(㎎/㍑)

ＢＯＤ ＳＳ

負荷量(㎏/日) 水質(㎎/㍑)

生 活 工 場 地下水 計 生 活 工 場 計 生 活 工 場 計 生 活 工 場 計 生 活 工 場 計

板 鼻 932 15 174 1,121 230 3 233 247 192 208 175 3 178 187 205 158

安 中 1,717 27 320 2,064 424 5 429 247 192 208 321 6 327 187 205 158

原 市 2,206 36 411 2,653 544 7 551 247 192 208 413 7 420 187 205 158

計 4,855 78 905 5,838 1,198 15 1,213 247 192 208 909 16 925 187 205 158

小処理分区 負荷量(㎏/日)

ＢＯＤ ＳＳ

負荷量(㎏/日) 水質(㎎/㍑) 水質(㎎/㍑)

日平均汚水量

(㎥/日）



- 72 - 
 

４－３ 流域関連公共下水道に係る除害施設の設置基準及びその決定の理由 

工場等に対する除害施設の設置基準は次のとおりである。 

※ ( )内の数値は条例により製造業又はガス供給業に適用される基準 

1.  温度                             45℃以内        (40℃) 

2.  水素イオン濃度                   5～9            (5.7～8.7) 

3.  生物化学的酸素要求量             600 ㎎/㍑以下   (300) 

4.  浮遊物質量            600 ㎎/㍑以下   (300) 

5.  ノルマルヘキサン抽出含有量        

     イ 鉱油類含有率                5 ㎎/㍑以下   

   ロ 動・植物油脂類含有率        30 ㎎/㍑以下 

6.  沃素消費量                       220 ㎎/㍑以下 

7.  カドミウム含有量                 0.03 ㎎/㍑以下 

8.  シアン含有量                     1  ㎎/㍑以下 

9.  有機燐含有量                     1  ㎎/㍑以下 

10.  鉛含有量                         0.1 ㎎/㍑以下 

11.  クロム（六価）含有量             0.2 ㎎/㍑以下 

12.  砒素含有量                       0.1 ㎎/㍑以下 

13.  総水銀含有量                     0.005 ㎎/㍑以下 

14.  アルキル水銀                     検出されないこと 

15.  ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）     0.003 ㎎/㍑以下  

16.  トリクロロエチレン               0.1  ㎎/㍑以下  

17.  テトラクロロエチレン             0.1 ㎎/㍑以下  

18.  ジクロロメタン                   0.2 ㎎/㍑以下  

19.  四塩化炭素                       0.02 ㎎/㍑以下  

20.  1,2－ジクロロエタン              0.04 ㎎/㍑以下 

21.  1,1－ジクロロエチレン            1 ㎎/㍑以下 

22.  シス－1,2－ジクロロエチレン      0.4  ㎎/㍑以下 

23.  1,1,1－トリクロロエタン          3   ㎎/㍑以下    

24.  1,1,2－トリクロロエタン          0.06   ㎎/㍑以下   

25.  1,3－ジクロロプロペン      0.02 ㎎/㍑以下   
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26.  テトラメチルチウラムジスルフィド  

     （別名チウラム）                 0.06 ㎎/㍑以下  

27.  2－クロロ 4,6－ビス（エチルアシノ）－Ｓ－トリアジン 

     （別名シマジン）                 0.03 ㎎/㍑以下 

28.  Ｓ－四－クロロベンジル＝Ｎ，Ｎ－ジエチルチオカルバマート 

   （別名チオベンカルブ）           0.2 ㎎/㍑以下 

29.  ベンゼン                         0.1 ㎎/㍑以下 

30.  セレン含有量                     0.1 ㎎/㍑以下 

31.  ホウ素含有量                     10.0 ㎎/㍑以下 

32.  弗素含有量                       8  ㎎/㍑以下 

31.  1,4－ジオキサン                  0.5 ㎎/㍑以下 

32.  フェノール類含有量               1   ㎎/㍑以下 

33.  銅含有量                         3   ㎎/㍑以下 

34.  亜鉛含有量                       2   ㎎/㍑以下 

35.  鉄（溶解性）含有量               10  ㎎/㍑以下 

36.  マンガン（溶解性）含有量         10  ㎎/㍑以下 

37.  クロム含有量                     2   ㎎/㍑以下 

38.  大腸菌群                         3000 個/㎤以下 [800] 

39.  ダイオキシン含有量               10  ピコグラム/㍑以下 

40.  アンモニア性窒素含有量           100  ㎎/㍑以下 

41.  窒素含有量                       120  ㎎/㍑以下      ［60］ 

42.  燐含有量                         16   ㎎/㍑以下      ［8］ 

43.  ホルムアルデヒド                 10   ㎎/㍑以下 

 

※ ( )内の数値は条例により製造業又はガス供給業に適用される基準 

※ ［ ］内の数値は日間平均値 
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４－４ 処理の対象外とする工場及び対象外とする理由 

工場排水の受け入れ基準を次のように定める。 

 

1)温調排水、冷却排水等その水質に関して公共用水域へ直接放流することが合理的な

ものについては見込まない。 

2)工場排水の内で水質が無機系のもの、その他工場が除害施設を設置し単独で処理す

ることが適当と思われる工場排水は見込まない。 

3)現況で 1,000 ㎥/日以上の排水量がある大規模工場の工場排水は見込まない。 
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第５章 毎会計年度の工事費の予定額及び 

その予定財源 
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５－１ 事業費総括表 

 

表５－１ 事業費総括表 

 

 

 

赤字:既計画

黒字:計画変更

単位：千円

汚 水 雨 水

〔 事 業 費 〕

17,227,937 311,000 17,538,937

17,552,426 311,000 17,863,426

13,738,363 296,000 － － 14,034,363

13,997,126 296,000 － － 14,293,126

692,155 － － － 692,155

705,192 － － － 705,192

1,503,869 15,000 － － 1,518,869

1,532,195 15,000 － － 1,547,195

1,293,550 － － － 1,293,550

1,317,914 － － － 1,317,914

292,593 12,892 － － 305,485

298,104 12,892 － － 310,996

17,520,530 323,892 － － 17,844,422

17,850,530 323,892 － － 18,174,422

計

５－１　事業費総括表

事 業 費 総 括 表

工 事 費

費 目
管 渠

ポ ン プ 場 終 末 処 理 場

本 工 事 費

附 帯 工 事 費

そ の 他

補 償 費

事 務 費

計
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５－２ 下水道事業に関する財政計画書 

 

表５－２ 公共下水道 経費の部 

 

 

 

 

 

  

公共下水道 単位：千円

起 債 元 利 維 持

管　渠 ポンプ場 処理場 計 うち用地費 償 還 費 管 理 費

令和7年度 17,844,422 －  －  17,844,422 186 11,473,386 5,745,743 －　 35,063,551

まで 17,844,422 －　 －　 17,844,422 186 11,473,386 5,745,743 －　 35,063,551

17,844,422 －  －  17,844,422 －  11,473,386 5,745,743 －　 35,063,551

17,844,422 －　 －　 17,844,422 －　 11,473,386 5,745,743 －　 35,063,551

－　 －　 －　 －　 －　 －  －  －　 －  

70,000 －　 －　 70,000 －　 360,116 203,465 －　 633,581

－　 －　 －　 －　 －  －  －　 －  

65,000 －　 －　 65,000 －　 345,710 202,441 －　 613,151

－　 －　 －　 －　 －　 －  －　 －  

65,000 －　 －　 65,000 －　 321,976 201,428 －　 588,404

－　 －　 －　 －　 －　 －  －　 －  

65,000 －　 －　 65,000 －　 305,461 200,425 －　 570,886

－　 －　 －　 －　 －　 －  －　 －  

65,000 －　 －　 65,000 －　 283,476 199,433 －　 547,909

－　 －  －  －　 －  －　 －　 －  －  

330,000 －　 －　 330,000 －　 1,616,739 1,007,192 －　 2,953,931

17,844,422 －  －  17,844,422 －  11,473,386 5,745,743 －  35,063,551

18,174,422 －　 －　 18,174,422 －　 13,090,125 6,752,935 －　 38,017,482

小　計

合　計

令和12年度

令和9年度

令和10年度

令和11年度

小　計

令和8年度

年　次

イ 経 費 の 部

建 設 改 良 費
そ の 他 合 計
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表５－３ 公共下水道 財源の部 

 

 

 

公共下水道 単位：千円

受 益 者

負担金

令和7年度 5,195,258 10,229,163 1,469,737 598,264 352,000 17,844,422 3,349,577 9,804,617 4,064,935 17,219,129 35,063,551

まで 5,195,258 10,229,163 1,469,737 598,264 352,000 17,844,422 3,349,577 9,804,617 4,064,935 17,219,129 35,063,551

5,195,258 10,229,163 1,469,737 598,264 352,000 17,844,422 3,349,577 9,804,617 4,064,935 17,219,129 35,063,551

5,195,258 10,229,163 1,469,737 598,264 352,000 17,844,422 3,349,577 9,804,617 4,064,935 17,219,129 35,063,551

－　 －　 －　 －　 －　 －　 －　 －　 －　 －　 －　

－　 15,000 28,646 10,000 16,354 70,000 176,931 386,650 －　 563,581 633,581

－　 －　 －　 －　 －　 －　 －　 －　 －　 －　 －　

－　 19,000 27,863 5,000 13,137 65,000 175,160 372,991 －　 548,151 613,151

－　 －　 －　 －　 －　 －　 －　 －　 －　 －　 －　

－　 19,000 26,465 5,000 14,535 65,000 173,409 349,995 －　 523,404 588,404

－　 －　 －　 －　 －　 －　 －　 －　 －　 －　 －　

－　 19,000 25,450 5,000 15,550 65,000 171,675 334,211 －　 505,886 570,886

－　 －　 －　 －　 －　 －　 －　 －　 －　 －　 －　

－　 19,000 24,490 5,000 16,510 65,000 169,958 312,951 －　 482,909 547,909

－　 －　 －　 －　 －　 －　 －　 －　 －　 －　 －　

0 91,000 132,914 30,000 76,086 330,000 867,133 1,756,798 0 2,623,931 2,953,931

5,195,258 10,229,163 1,469,737 598,264 352,000 17,844,422 3,349,577 9,804,617 4,064,935 17,219,129 35,063,551

5,195,258 10,320,163 1,602,651 628,264 428,086 18,174,422 4,216,710 11,561,415 4,064,935 19,843,060 38,017,482

国 費 起 債
他 会 計
繰 入 金

そ の 他 計
下 水 道
使 用 料

他 会 計
繰 入 金

そ の 他

建 設 改 良 費 維 持 管 理 費 及 び 起 債 元 利 償 還 費

合 計
計

小　計

令和8年度

年　次

ロ 財 源 の 部

令和12年度

令和9年度

令和10年度

令和11年度

小　計

合　計

下水道使用料※関連事項

接続率：91.4％(令和8年度：初年度)→98.0％(令和12年度：最終年度）

　　講じる対策：未接続家屋に対して戸別訪問等を行い、接続率100％を目指す。

有収率：100％(令和8年度：初年度)→100％(令和12年度：最終年度）

　　講じる対策：管渠調査の状況に応じて、適宜、改築、修繕を行い不明水を減らしていく。

その他の講じる対策
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５－３ 財源に関する考え方 

事業計画は令和 12 年度を目標として総事業費 181 億 7 千 4 万 4 千円である。事業費の

内訳は、他会計繰入金および受益者負担金、地方債が主な財源である。整備の進捗に伴

い、徐々に国庫補助金、他会計繰入金の割合を減らしていく方針である。 
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５－４ 基準年次別段階的建設計画 

 

表５－４ 基準年次別段階的建設計画 

 

 

 

　　処理区域面積

　　処理人口（定住人口）

　　　日平均

　　　日最大

　　　時間最大

6,826 ㎥/日

項　　　　　　　目
事業計画

（令和12年度）
全体計画

（令和33年度）

5,838 ㎥/日

流入下水道への流入水量

第３５処理分区

9,867 ㎥/日

4,246 ㎥/日

4,959 ㎥/日

7,183 ㎥/日

642.1 ha 660.0 ha

16,459人 11,894人


